
現
場
の
森
林
減
少
・
劣
化
の
悪
循
環

　

カ
ン
ボ
ジ
ア
中
部
に
位
置
す
る
プ
レ
イ
ロ
ン

グ
野
生
生
物
保
護
区
と
、
そ
の
周
辺
の
森
林

図
１

写
真
１

は
、
フ
タ
バ
ガ
キ
科
樹
木
の
天
然
樹

脂
写
真
２

の
供
給
源
と
し
て
地
域
住
民
に
活
用

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
フ
タ
バ
ガ
キ
科
の
樹
木
は
、

木
材
と
し
て
利
用
さ
れ
る
ほ
か
、
そ
の
樹
脂
は
、

松た
い

明ま
つ

の
油
や
竹
・
籐と

う

細
工
の
防
水
、
船
の
漏
水

防
止
な
ど
に
利
用
さ
れ
、
高
品
質
な
も
の
は
隣

国
ベ
ト
ナ
ム
に
も
輸
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
天
然
樹
脂
は
、
森
林
周
辺
の
地
域
住
民
の

貴
重
な
現
金
収
入
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
違
法
伐
採
に
よ
る
森
林
減
少
・
劣

化
に
よ
っ
て
、
樹
脂
が
採
取
で
き
な
く
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
収
入
が
激
減
し
た
世
帯
の
中
に
は
、

生
計
維
持
の
た
め
に
自
ら
違
法
伐
採
を
し
て
農

地
転
用
を
す
る
世
帯
も
現
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
違
法
伐
採
に
よ
る
森
林
減
少
・
劣

化
の
悪
循
環
を
断
ち
切
る
た
め
に
は
、　

日
本
が

推
進
す
る
二
国
間
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
（
Ｊ
Ｃ
Ｍ
）

［
▼
注
１
］
や
Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｄ
＋
（
レ
ッ
ド
プ
ラ
ス
）［
▼
注
２
］

に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
活
用
し
て
、
こ
れ
ら

の
世
帯
へ
の
経
済
的
救
済
措
置
や
違
法
伐
採
予

防
策
を
と
る
こ
と
が
早
急
に
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
森
林
減
少
・
劣
化
の
影
響
を
受
け

や
す
い
採
取
世
帯
が
ど
こ
に
分
布
す
る
か
が
わ

か
ら
な
け
れ
ば
、
ど
こ
か
ら
優
先
的
に
対
策
を

行
っ
た
ら
よ
い
か
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
で
し

た
。
そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

森
林
減
少
・
劣
化
抑
制
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、

違
法
伐
採
対
策
を
優
先
的
に
行
う
区
域
の
分
布

を
予
測
す
る
手
法
の
開
発
を
目
指
し
ま
し
た
。

優
先
的
に
対
策
す
べ
き
場
所
の
予
測

　

プ
レ
イ
ロ
ン
グ
野
生
生
物
保
護
区
の
周
辺
に

居
住
す
る
４
０
４
の
世
帯
写
真
３

を
対
象
に
、

２
０
１
４
年
と
２
０
１
６
年
に
お
け
る
職
業
、

こ
の
期
間
の
非
木
材
林
産
物
の
採
取
場
所
と
種

類
、
採
取
し
や
す
さ
の
変
化
と
そ
の
原
因
を
調

査
し
ま
し
た
。

　

調
査
結
果
を
解
析
し
た
と
こ
ろ
、
２
０
１
４

写真２　含油樹脂が採れるフタバガキ科樹木
立木の幹の下方に穴を開けて火で炙

あぶ

ることで含油

樹脂が採取される。円内は、仲買人のもとに集め

られた天然樹脂。保護区内における地元住民の生

計維持のための非木材林産物採取は、行政当局の

事前同意があり、採取による生物多様性への影響

が考慮されていることを条件に合法。

写真１　野生生物保護区周辺の森
森に入るときは、違法伐採者や密猟

者等から身を守るため銃を携行した

レンジャーの同行が必須。

カンボジアタイ

ベトナム プレイロング
野生生物保護区

コンポントム州
調査区域

写真３　調査対象の世帯例
乾期に400超の世帯を訪問した。

年
に
天
然
樹
脂
を
採
取
し
て
い
た
世
帯
の
割
合

が
高
い
村
ほ
ど
、
ま
た
保
護
区
に
近
い
村
ほ
ど
、

こ
の
期
間
の
森
林
減
少
・
劣
化
の
影
響
を
受
け

た
世
帯
が
い
る
確
率
が
高
い
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
ま
た
、
保
護
区
か
ら
離
れ
た
村
で
は
、

既
に
２
０
１
４
年
の
時
点
で
周
辺
の
森
林
が
樹

脂
採
取
は
不
可
能
な
ほ
ど
減
少
・
劣
化
し
て
い

た
た
め
、
そ
も
そ
も
樹
脂
を
採
取
す
る
世
帯
は

ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
期
間
の
森

林
減
少
・
劣
化
の
影
響
は
限
定
的
で
し
た
。

図１　調査区域とプレイロング野生生物保護区
（Ehara et al., 2023 より改変作図）
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研究の森から違法伐採対策を
最優先する場所はどこ？
カンボジア REDD+ プロジェクトへの貢献



　

こ
の
調
査
か
ら
２
０
１
４
〜
２
０
１
６
年
の

間
の
森
林
減
少
や
違
法
択
伐
の
影
響
を
受
け
た

世
帯
が
い
る
確
率
が
高
い
村
の
分
布
図
２

や
、

持
続
的
な
樹
脂
採
取
に
向
け
て
森
林
管
理
を
優

先
す
べ
き
区
域
図
３

を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｄ
＋
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
貢
献

　

政
府
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
者
は
、
こ
れ
ら

の
予
測
図
を
用
い
る
こ
と
で
、
森
林
減
少
・
劣

化
に
よ
る
収
入
減
の
影
響
を
受
け
や
す
い
樹
脂

採
取
世
帯
の
救
済
や
、
採
取
環
境
を
維
持
す
る

た
め
の
違
法
伐
採
予
防
措
置
を
ど
の
行
政
区
や

土
地
利
用
区
分
で
強
化
す
れ
ば
よ
い
か
を
地
図

上
で
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、

森
林
減
少
・
劣
化
の
影
響
を
受
け
た
世
帯
が
い

る
確
率
が
高
い
村
や
そ
れ
ら
を
含
む
行
政
区
で

は
、
失
職
し
た
樹
脂
採
取
者
を
保
護
区
の
レ
ン

ジ
ャ
ー
に
雇
用
し
た
り
、
非
木
材
林
産
物
の
商

品
化
や
改
善
を
し
た
り
と
い
っ
た
対
策
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
村
か
ら
近
い
優
先
的
に
対

策
す
べ
き
区
域
で
は
、
違
法
伐
採
パ
ト
ロ
ー
ル

の
強
化
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
業
［
▼
注
３
］
地
の
新

設
、
保
護
区
の
拡
張
な
ど
も
有
効
で
し
ょ
う
。

　

本
研
究
の
調
査
・
予
測
手
法
は
、
森
林
減
少
・

劣
化
に
よ
る
同
様
の
課
題
を
抱
え
る
他
地
域
で

も
活
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
今
後
の
活

用
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
研
究
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
農
林
水
産
省
森

林
局
、
同
環
境
省
と
の
国
際
共
同
研
究
で
す
。

図３　違法伐採対策を優先的に行うとよい区域
色の部分が、樹脂採取業を守るために違法伐採対

策を優先的に実施すべき区域。

図２　違法伐採による森林減少・劣化の影響を
受けた世帯がいる確率の高い村の場所

●●が、森林減少・劣化の影響を受けた世帯がいる
確立の高い村。

▶注1 ：二国間クレジット制度（JCM）

日本の優れた脱炭素技術等を途上国等へ普

及・対策することで実現した温室効果ガス

排出削減・吸収への貢献を定量的に評価し、

国内の削減達成に活用する制度。

▶注2 ：REDD+（レッドプラス）

途上国が行う森林減少・森林劣化を抑制する

取組みに対し、国際社会が経済的インセン

ティブ（資金やクレジット）を与えるしくみ。

▶注3 ：コミュニティ林業

カンボジア森林局が区画・登録した国有林

の一部を、一定の条件下で住民が商業や自

給目的で管理する制度。

水域

森林（常緑または常緑･落葉混交林）

2014-2016年間の森林減少地

落葉林（森林減少解析の対象外）

他の土地利用

+は、調査対象外の村。村には集落を含む場合がある。
（Ehara et al., 2023 を改変・和訳）
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生物多様性・気候変動研究拠点

Q1. なぜ研究者に？
　子どものころ両親によく山のレジャーに連れ

ていってもらい、森林が好きになりました。イ

ンドネシア大使館や環境NGOなどで働いた経

験から、研究者が良いかもと思い志しました。

Q2. 影響を受けたことなど
　泥炭地破壊による温室効果ガス排出を考慮す

るとインドネシアが世界第3位の排出国になる

とするNGOの報告書を読み、データで世の中の

問題の見方も変わることに気づかされました。

Q3. 研究の醍
だい

醐
ご

味
み

は？
　研究が熱帯林保全に役立つ可能性を少しで

も感じられたときに、ワクワクします。また、

ひとつの課題に長期的に取り組み、専門性を

高められることも研究の醍醐味です。

Q4. 若い人へ
　自分の興味を追求しながら、さまざまな経

験を積むことに恐れずに挑戦すれば自分に合

う道やテーマが見つかると思います。

行政区界（コミューン）

プレイロング野生生物保護区

コミュニティ林業地

樹脂採取業を営む世帯の
割合の予測結果

高い
（≧ 0.05） 低い

訪問した村 青色の数字 ●

訪問していない村 水色の数字 ●

樹脂採取業において違法
伐採の影響を受けた世帯
がいる確率

高い 低い

訪問した村 ● ●

訪問していない村 ● ●

図2、図3はどちらも、図1の調査区域での調査結果




